
　令和7年度　浜田市社会教育関係補助金一覧

令和7年6月5日現在

単位：円

款 項 目 事業 細々節 内　容
令和6年度
予算額

令和6年度
決算額

令和7年度
予算額

備　考 所管課

10 教育費

05 社会教育費

03 同和教育費

100656　同和教育推進事業 人権同和教育室

学校同和教育指定校補助金 同和教育推進事業補助金 86,000 67,485 86,000 補助対象は、三隅地域内同和教育指定校

04 生涯学習推進費

101931　教育魅力化推進事業 学校教育課

高校魅力化コンソ―シアム運営補助金 HAMADA教育魅力化コンソーシアムの運営費補助金 475,000 273,280 467,000

05 文化費

100663 文化財保護事業 文化振興課

石州半紙技術者会補助金 重要無形文化財石州半紙の技術の伝承・後継者育成の事業費補助金 166,000 166,000 166,000

文化財保存事業補助金 指定文化財の保護のため、保存、管理等に要する経費を補助 450,000 446,000 450,000 対象は指定文化財の所有者等

西中国山地民具を守る会補助金 文化財の保護活動事業等に対する補助金 86,000 86,000 86,000

100664 芸術文化振興事業 文化振興課

コミュニティ助成事業補助金 こども美術館企画展の事業費補助金 3,300,000 3,300,000 3,300,000
自治総合センターの補助金（例
年こども美術館から申請あり）

石本正日本画大賞展補助金 石本正日本画大賞展の事業費補助金 2,700,000 2,700,000 2,700,000 補助対象は石正美術館

浜田市スクールコンサート補助金 浜田市スクールコンサートの事業費補助金 550,000 547,040 550,000 補助対象は市教研音楽部会

文化協会補助金 浜田市文化協会の運営費補助金 1,090,000 1,090,000 900,000 補助対象は浜田市文化協会

06 美術館費

102329 橋本明治生誕120年記念展事業 文化振興課

橋本明治生誕120年記念展事業補助金 橋本明治生誕120年記念展の開催補助金 3,500,000 3,263,178 ―

102384 山﨑修二寄贈展事業 文化振興課

山﨑修二寄贈展事業補助金 山﨑修二寄贈展の開催補助金 ― ― 2,000,000

07 青少年指導育成費

100967 青少年健全育成事業 学校教育課(まちづくり社会教育課)

各地域青少年健全育成団体補助金 青少年健全育成団体等への補助金 1,567,000 1,238,381 1,567,000

青少年健全育成活動支援事業補助金 各青少年団体の事業費補助金 1,200,000 1,010,108 1,200,000

06 保健体育費

03 体育費

100688 社会体育推進事業 スポーツ振興課

スポーツ少年団補助金 浜田市スポーツ少年団の運営費補助金 600,000 497,216 600,000 補助対象は浜田市スポーツ少年団本部

浜田カップフットサル大会実行委員会補助金 小学生フットサル石見交流選手権大会の開催補助金 150,000 150,000 150,000 補助対象は大会実行委員会

浜田市体育協会補助金 浜田市体協会の運営費補助金 8,834,000 8,827,720 10,046,000 補助対象は浜田市体育協会

島根県雪合戦大会補助金 島根県雪合戦大会の開催補助金 850,000 850,000 850,000 補助対象は島根県雪合戦大会実行委員会

100690 浜田-益田間駅伝競走大会助成事業 スポーツ振興課

浜田-益田間駅伝競走大会補助金(本部) 浜田-益田間駅伝競走大会の開催補助金 800,000 800,000 800,000 補助対象は実行委員会本部

浜田-益田間駅伝競走大会実行委員会補助金 浜田-益田間駅伝競走大会実行委員会の運営費補助金 419,000 419,000 419,000 補助対象は浜田市実行委員会

101001 全国高等学校総合体育大会運営事業 高校総体・国スポ・全スポ推進室

令和７年度全国高等学校総合体育大会運営事業補助金 令和７年度全国高等学校総合体育大会の運営費補助金 6,627,000 5,353,420 25,556,000

計 33,450,000 31,084,828 51,893,000

資料3

【参考】昭和二十四年法律第二百七号

社会教育法

（審議会等への諮問）

第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関

をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金

の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。


